
令和８年 燃やすごみ 燃やさないごみ 

４月 ９（木） ７（火）・21（火） 

５月 ７（木） ５（火）・1９（火） 

６月 11（木） 9（火）・23（火） 

７月 ９（木） ７（火）・2１（火） 

８月 ６（木） ４（火）・１８（火） 

９月 １０（木） ８（火）・２２（火） 

 

燃やすごみ…一番長い辺が５０㎝未満のもの 

燃やさないごみ…一番長い辺が 3０㎝未満のもの 

（スプレー缶や危険物は透明の袋に入れて） 
 

前日夜～当日朝 8：30 までに、指定の場所へ 

芦屋市指定ごみ袋に入れて出して下さい。 
 



 

 

ごみ収集指定場所 
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